
札幌市公共交通協議会

地域公共交通会議 地区別部会

開催結果報告

資料３

南区部会（2024年12月19日開催）

北区・東区合同部会（2024年12月19日開催）

厚別区部会（2025年2月12日開催）



本日の報告内容について

P.7-9 北区・東区合同部会

「栄町篠路線」廃止に伴う

代替交通導入
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P.10-12 厚別区部会

「厚別ふれあい循環線」廃止

に伴う「地域交通」（地域が

主体となった交通）の導入

P.2-6 南区部会

・「空沼線」廃止に伴う

代替交通導入

・「駒岡線」廃止に伴う

継承運行



１．南区部会①（空沼線）
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■これまでの実証実験の総括
・AIデマンド
「空沼線」が2025年３月31日をもって廃止
→当該路線周辺に交通空白地域が新たに発生するため、代替交通（乗合タクシー）を導入

・真駒内駅への移動が大部分を占める。また経路上の
小中学校への通学や、通院利用あり

・運行エリアの形状などから、定路線型で運行し、
また空白地域を確実にカバーする観点から
該当地域以外の乗降には一定の制限を設定

・あわせて、通勤・通学時間帯以外や土日については
予約があった場合のみの運行とし、効率的に運用

2024年12月19日に南区部会を開催し協議、運行内容を
決定。その後、運行事業者を入札により決定済

＜出典＞地理院地図をもとに
札幌市都市交通課が作成

路線廃止により公共
交通の空白となる地域
⇒代替交通を導入

真駒内駅
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・平日は最大10便の運行
２便（空沼二股→真駒内
駅）と３便（真駒内駅→
空沼二股）は必ず運行。

・土日はすべて予約運行

■運賃概要

■運行区間・ダイヤ等

※片道普通運賃

１．南区部会①（空沼線）



実施期間 2025年４月１日～ ※12月29日～1月3日までを除く。

運行態様
乗合旅客運送（区域的運行）
※事前に設定した経路と乗降ポイント間を運行（一部予約運行）

運行車両

【通常運行】
・定員５名（乗客定員４名）以上の車両 １台
・利用が多い時間帯は定員10名のワンボックス車両（乗客定員９名）１台

【乗り残し対応の運行】
・車両定員５名（乗客定員４名）以上の車両 １台

運行区間・ダイヤ等 （前述のとおり）

利用方法
定時運行便：予約不要
予約運行便：電話による事前予約 ※予約受付時間は利用の1週間前～前日の17時まで

運賃
一般 500円、300円
子ども・高齢者・障がい者 250円、150円 （現金のみ対応）
定期券・回数券の設定あり

運行事業者 新雪交通株式会社（一般競争入札により選定）

道路運送法上の位置づけ
道路運送法第21条による運行
（国土交通大臣の許可を受けた場合等における、貸切バス事業者、タクシー事業者による乗合
旅客の運送）
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１．南区部会①（空沼線）

■運行概要



１．南区部会②（駒岡線）

■これまでの実証実験の総括
・AIデマンド
「駒岡線」が2025年３月31日をもって廃止
→４月１日より、札幌ばんけい㈱が当該路線を継承して運行

＜出典＞地理院地図をもとに
札幌市都市交通課が作成

• 現在の駒岡線と同経路を運行予定
• 停留所についても現在と同一の場所に設置予定
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地下鉄真駒内駅発 恵開拓記念碑前・駒岡小学校発

発車時刻 終点

8:03 恵開拓記念碑前

9:25 恵開拓記念碑前

10:50 恵開拓記念碑前

14:00 恵開拓記念碑前

15:20 駒岡小学校

16:30 恵開拓記念碑前

18:20 恵開拓記念碑前

【運行ダイヤ概要】

発車時刻 起点

7:20 恵開拓記念碑前

8:40 恵開拓記念碑前

10:10 恵開拓記念碑前

11:30 恵開拓記念碑前

14:45 恵開拓記念碑前

15:50 駒岡小学校

17:25 恵開拓記念碑前

※平日・土日祝共通

路線廃止により公共
交通の空白となる地域
⇒他事業者により運行継続



１．南区部会②（駒岡線）

実施期間 2025年４月１日～

運行事業者 札幌ばんけい株式会社

道路運送法上の位置づけ 道路運送法第４条による運行

運行態様 路線定期運行

運行車両 大型バス（乗車定員70名程度）

運行経路・ダイヤ 前述のとおり

運賃

全区間 特区運賃（1区）
片道普通旅客運賃 大 人（中学生以上）  240円

小 人（小学生）     120円 等
※定期券や回数券など、運賃の詳細については札幌ばんけい（株）の
運賃制度による

■運行概要
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２．北区・東区合同部会

■これまでの実証実験の総括
・AIデマンド
北区と東区にまたがる「栄町篠路線」が2025年３月31日をもって廃止
→当該路線周辺に交通空白地域が新たに発生するため、代替交通（乗合タクシー）を導入

＜出典＞地理院地図をもとに
札幌市都市交通課が作成

・通勤・通学時間帯は比較的利用が多い一方、
日中時間帯は利用者が多くない

・運行エリアの形状などから、定路線型で運行し、
また空白地域を確実にカバーする観点から
該当地域以外の乗降には一定の制限を設定

・あわせて、利用が少ない日中の一部時間帯は、
予約があった場合のみ運行、一部停留所は予約が
あった場合のみ停車することし、効率的に運用

2024年12月19日に北区・東区合同部会を開催し協議、運
行内容を決定。その後、運行事業者を入札により決定済

路線廃止により公共
交通の空白となる地域
⇒代替交通を導入

栄町駅
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・・・ 予約制

・平日は最大24便の運行
・土日は最大22便の運行 ： １便（7:00～7:20の十軒神社→栄町駅）と

 12便（20:20～20:35の栄町駅→十軒神社）の2便分を除く。
・「篠路駅」「コミセン入口」「コミセン前」については、日中の時間帯のみ予約に応じて運行。

■運行区間・ダイヤ等

２．北区・東区合同部会



実施期間 2025年４月１日～ ※12月29日～1月3日までを除く。

運行態様
乗合旅客運送（路線定期的運行＋区域的運行）
※事前に設定した経路と乗降ポイント間を運行（一部予約運行）

運行車両

【通常運行】
・定員10名のワンボックス車両（乗客定員９名）１台
・利用が多い時間帯は２台

【乗り残し対応の運行】
・車両定員５名（乗客定員４名）以上の車両 １台

運行区間・ダイヤ等 （前述のとおり）

利用方法
定時運行便：予約不要
予約運行便：電話による事前予約
※予約受付時間は利用の1週間前～前日の17時まで

運賃
一般 240円 子ども・高齢者・障がい者 120円 （現金のみ対応）
定期券・回数券の設定あり

運行事業者 暁交通株式会社（一般競争入札により選定）

道路運送法上の位置づけ
道路運送法第21条による運行
（国土交通大臣の許可を受けた場合等における、貸切バス事業者、タクシー事業者による
乗合旅客の運送）
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■運行概要

２．北区・東区合同部会



■これまでの実証実験の総括
・AIデマンド

３．厚別区部会

■これまでの実証実験の総括
・AIデマンド

1日400人程度の利用がある「厚別ふれあい循環線」が2025年３月31日を持って廃止。札幌市の
代替交通導入基準に該当しないが、地域住民が中心となり、札幌市の地域交通支援制度を活用
して新たな交通手段を導入すべく、検討組織を立ち上げ、運行内容について協議

地域交通支援制度

持続可能な運行となるよう検討を重ねた上で、運行事
業者を決定し、 2025年2月12日に厚別区部会を開催し
協議、決定。

JR厚別駅

新さっぽろ駅
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＜出典＞地理院地図をもとに
札幌市都市交通課が作成
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・１日15便の運行
・平日のみの運行（土日祝、12/29～1/3は運休）
・便数は現状よりも少なくなるが、運転手1名で
運行可能なダイヤを設定

厚別駅
出発時刻

1便 8:00

2便 8:30

3便 9:00

4便 9:30

（休憩 30分間）

5便 10:30

6便 11:00

7便 11:30

8便 12:00

（休憩 30分間）

厚別駅
出発時刻

9便 13:00

10便 13:30

11便 14:00

12便 14:30

（休憩 30分間）

13便 15:30

14便 16:00

15便 16:30

■運行ダイヤ

３．厚別区部会



実施期間 2025年４月１日～ ※土日祝日及び12月29日～1月3日を除く。

運行態様 乗合旅客運送（路線定期運行）

運行車両

大型バス車両
・路線バスタイプ（前方と中央にドアがある車両）
・定員73名
※上記に加え、予備車が１台

運行経路・ダイヤ （前述のとおり）

利用方法 定時運行のため、予約不要

運賃
一律 300円 （現金のみ対応） ※未就学児無料
定期券・回数券の設定あり

運行事業者
札幌観光バス株式会社
（地域組織による選定会議により選定）

道路運送法上の位置づけ
道路運送法第21条による運行
（国土交通大臣の許可を受けた場合等における、貸切バス事業者、タクシー事業者による
乗合旅客の運送）
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３．厚別区部会

■運行概要
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